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1 

2023 年度提言【特例措置対象事業場における法定労

働時間週 44 時間制の見直し】 

特定の業種において常時 10 人未満の労働者を使用す

る事業場では、法定労働時間の特例として週 44 時間

制が認められているが、昨今の労働時間の短縮化の

流れ、過重労働の防止への取り組みの観点から、こ

れを廃止し、すべての事業場において法定労働時間

を週 40 時間制に統一することを提言する。 

2025 年 1 月 8 日公表 

厚生労働省設置 

「労働基準関係法制研究会」報告書 

に盛り込まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

2022 年度提言【年次有給休暇取得日における賃金計

算時に採用する賃金の統一化】 

年休を取得した日の賃金計算については、所定労働

時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給す

ることを原則と位置づけ、通常の賃金より金額が下

回る傾向にある平均賃金での支払いについては例外

的措置として労使協定の締結等の要件を設けるべき

であると提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P37（49）法定労働時間週 44 時間の特例措置 

法定労働時間を週 44 時間とする特例措置の対象事業場について、87.2％

の事業場がこの特例措置を使っていない現状 20 に鑑みると、概ねその役割

を終えていると考えられる。現状のより詳細な実態把握とともに、特例措

置の撤廃に向けた検討に取り組むべきである。その際、業種に特徴的な労

働時間の実態もあることから、業種による状況の違いを把握しつつ検討す

るべきである。暇取得時の賃金の算定方法として現行定められている３つ

P44～P45 (5)-4 年次有給休暇取得時の賃金の算定方法として現行定めら

れている 3 つの方法について、それぞれの方法で計算される金額の妥当性 

年次有給休暇期間中の賃金については、就業規則その他これに準ずるもの

で定めるところにより、 

(1)労働基準法第 12 条の平均賃金 

(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 

(3)当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険法（大

正 11 年法律第 70 号）上の標準報酬月額の 30 分の１に相当する額のいず

れかを支払わなければならないものとされている（労働基準法第 39 条第

９項）。一般的に、月給制で働いている場合には、年次有給休暇取得時には、

(2)の方法により月給から減算しないという手法がとられることが多い。他

方、日給制・時給制の場合等において、(1)や(3)の手法がとられてしまう

と、計算式上賃金が大きく減額され得る。日給制・時給制の場合等であっ

ても、(1)や(3)の手法をとらざるを得ない状況としてどのようなものがあ

るのかを考慮しつつ、原則として(2)の手法をとるようにしていくべきでは

ないかと考えられる。の労働者の表健康保険大正 11 年法 
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３ 

2022 年度提言【副業・兼業における労働時間通算に

よる割増賃金支払いの撤廃】 

労働時間通算にかかる労働基準法 38 条の解釈を同一

事業主内別事業場と位置づけ、事業主を異にする複

数事業場で労働した結果生ずる時間外労働に対する

割増賃金の支払いは要しないとすることを提言す

る。 

また、企業の枠組みを超えた副業・兼業の労働時間

通算にかかるルールは、過重労働防止を目的とする

ものと位置づけるものとし、労働安全衛生法に定め

る労働時間の状況の把握ルールの整備により通算労

働時間の状況把握を求め、過重労働防止の実効性確

保のための措置を新たに講ずるよう提言する。 

 

4 

2022 年度提言【小規模事業場への健康管理支援体制

の見直し】 

メンタルヘルス対策等を自社で適切に行うことが困

難な小規模事業所への健康管理支援策を手厚くする

ため、地域産業保健センターの拡充を図るよう提言

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 1 月 17 日付 

労審発 1650 号 

「今後の労働安全衛生対策について

（建議）」に盛り込まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P48～P49（2）副業・兼業の場合の割増賃金 

労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払

いについては、通算を要しないよう、制度改正に取り組むことが考えられ

る。その場合、法適用に当たって労働時間を通算すべき場合とそうでない

場合とが生じることとなるため、現行の労働基準法第 38 条の解釈変更で

はなく、法制度の整備が求められることとなる。えられる。その場合、法適

用に当たって労働時間を通算すべき場合とそうでない場合とが生じること

P6～P7 

(1)ストレスチェックの実施及び高ストレス者に対する面接の実施  

イ 50 人未満の事業場におけるストレスチェックの 

実施については、その円滑な施行に資するよう、 

国においては、 

・50 人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、 

現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの 

整備（特に 10 人未満等の小規模な事業場については、その実情を 

考慮した取り組み可能な実施内容を示す） 

・高ストレス者の面接指導に無料で対応している地域産業保健センター

の体制整備など、50 人未満の事業場に対する十分な支援策を講じる 

べきである。金については、就業規則その他これに準ずるもので定め
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厚生労働省職業安定局雇用保険課 

令和 7 年 4 月 1 日以降版 更新 

「59501-59800 育児休業等給付関

係に関する業務取扱要領」に盛り込

まれた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2023 年度提言【育児休業延長後に転籍等した場合の

育児休業給付の継続受給】 

雇用保険の育児休業給付金について、2022 年(令和

4)年 10 月 1 日の育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育

児・介護休業法」という。）改正後、育児休業延長後

に転籍等により資格喪失・取得を伴う手続をする

と、取得日以降（転籍後）は育児休業給付金が受給

できなくなっているが、受給者本人にとって大きな

不利益となっていることから、育児休業延長後の転

籍等においても改正前と同様に引き続き育児休業給

付金の受給を可能とするよう見直しを提言する。 

 

 

 

 

P98 59701-59710  

4 出向後に取得する本体育児休業についての育児休業給付金の支給  

59701(1)出向後 1 日の空白もなく被保険者資格を取得した場合 

イ 育児休業給付金の受給資格者が出向した場合であって、当該被保険 

  者資格の喪失後１日の空白もなく被保険者資格を取得した場合に 

は、59691 と同様に、出向元事業所における育児休業と、出向先事 

務所における育児休業とを分割して取得したものとして取り扱うと 

するが、59503-2 ロ(ﾁ)により、令和７年４月１日以後の出向か 

らは、同一の子について取得する本体育児休業の取得回数に含めな 

い。また、59503-2 ロ(ﾘ)及び(ﾙ)により、延長事由に該当し１歳か 

ら１歳６か月に達するまでの子について再度取得する本体育児休業 

又は１歳６か月から２歳に達するまでの子について再度取得する本 

体育児休業は、本体育児休業の取得回数に含めない。この取扱い 

は、育児休業給付金の受給資格者が出向解除となった場合であっ 

て、当該被保険者資格の喪失後１日の空白もなく被保険者資格を取 

得した場合についても同様とする。出向先事業所に係る支給申請や 

出向解除となった場合の出向元事業所に係る支給申請が３回目以降 

の本体育児休業や、延長後の再度の本体育児休業となる場合は、出 

向契約書、出向同意書等、出向や出向解除となった事実が確認でき 

る書類により、支給対象となることを確認する。 

なお、出向に係る被保険者資格の喪失日及び取得日の属する支給単 

位期間の支給申請は、出向元事業所、出向先事業所、被保険者本人 

のいずれかが出向前後に係る分の支給申請をまとめて行う。ただ 

し、支給申請書の提出先は被保険者資格を有する事業所の管轄安定 

所になることに留意する。 
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6 

2022 年度提言【ストレスチェック実施の人数要件の

撤廃】 

ストレスチェックの実施に関し、労働者 50 人未満の

事業場については努力義務となっているが、この人

数要件を撤廃して、ストレスチェックの実施対象を

全事業場に広げるよう提言する。 

 

 

 

 

 

厚生労働省労働基準局 

2025 年 5 月 14 日付 

基発 0514 第 1 号 

「労働安全衛生法及び作業環境測定

法の一部を改正する法律について」

に盛り込まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5 

Ⅱ 心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例の終了 

政令で定める規模未満の事業場（常時使用する労働者数が 50 人未満の 

事業場）については、安衛法第 66 条の 10 第１項の労働者の心理的な 

負担の程度を把握するための検査の実施が、当分の間、努力義務とさ 

れていたところ、当該規定を削除することとしたこと。 

（安衛法附則第 4 条関係）たこと。（安衛法附則第４条関 

 

P10 

Ⅶ 附則 

１ 施行期日 

法律の施行期日を、その内容に応じて、（中略）改正法の公布の日から

起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日（Ⅱ）（中略）

としたものであること。（附則第１条関係） 


